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Ⅰ はじめに 
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１ 行政評価局の役割 

●各府省の業務の 
   現場における実施 
   状況を実地に調査 
●問題点を実証的に  
   把握・分析 
●改善方策を提示 

●各府省は自ら政策 
    評価を実施 
●総務省は 
 ・各府省の政策評 
  価を点検 
 ・複数府省にまたが  
  る政策の評価 

●国民の行政に関す 
    る苦情や意見・要 
    望を国自らが受付 
●関係行政機関等に 
    あっせんや通知し 
    問題解決を促進 

行政評価局では、国民に信頼される質の高い行政を実現するため、①行政評価局調査、
②政策評価の推進、③行政相談に関する業務を実施 

～行 政 評 価 局 の ３ つ の 機 能～ 

行政評価局調査 

政策評価推進 行政相談 

行政運営
の改善  

３ 



(1) 「行政評価等プログラム」の策定（毎年度当初に公表） 
 ○ 中期的な業務運営方針の策定 
 ○ 当該年度の行政評価局調査実施テーマの決定 

(2) 行政評価局調査の実施 
 ○ 事前準備 
   ・ 情報収集等 → 具体的な調査計画の策定 
 ○ 実地調査の実施 
   ・ 本省、管区局及び事務所による全国規模の調査 → 調査結果を本省に集約 
 ○ 調査結果の取りまとめ 
   ・ 実地調査結果の整理・分析 

(3) 勧告等、結果公表 
 ○ 関係府省に対する改善事項の指摘等 
 ○ 調査結果の公表 

(4) 勧告等に基づく改善措置状況に関する回答を原則２回徴収 
 ○ １回目の回答：勧告からおおむね６か月後 
 ○ ２回目の回答：１回目の回答徴収からおおむね１年後 
  （必要に応じて３回目のフォローアップや再調査の実施） 

２ 行政評価局調査のプロセス 

４ 



詳細 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/index.html 

３ 最近の行政評価局調査の実績 
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○ 消費者取引に関する政策評価（26.4.18勧告） 

○ 設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視（26.6.24勧告） 

○ 震災対策の推進に関する行政評価・監視－災害応急対策を中心として－（26.6.27勧告） 

○ 外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視（26.7.18勧告） 

○ 生活保護に関する実態調査（26.8.1勧告） 

○ 規制の簡素合理化に関する調査－関係者からの意見・要望への対応－（26.10.14勧告） 

○ 医師等の確保対策に関する行政評価・監視（27.1.27勧告） 

○ 気象予測の精度向上等の取組に関する行政評価・監視（27.2.27勧告） 

○ 温室効果ガスの排出削減に係る国の補助事業に関する行政評価・監視（27.3.27勧告） 

 

 

 

平成
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○ PFIの推進に関する行政評価・監視（27.4.21勧告） 

○ 自転車交通安全対策に関する行政評価・監視（27.4.24勧告） 

○ 許認可等の統一的把握結果（27.5.29） 

○ 国の債権管理等に関する行政評価・監視（27.6.5勧告） 

○ 災害時に必要な物資の備蓄に関する行政評価・監視（27.7.24勧告） 

○ グローバル人材育成に資する海外子女・帰国子女等教育に関する実態調査 （27.8.21勧告） 

○ 再生可能エネルギーの利用促進に関する行政評価・監視（27.9.4勧告） 



Ⅱ ＰＦＩの概要 

６ 



○  ＰＦＩは、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及 

 び技術的能力を活用することにより、同じ水準のサービスをより安く、又は、 

 同じ価格でより上質のサービスを提供する手法 

○  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 

 11年法律第117号。「ＰＦＩ法」）に基づき実施 

民間の資金、ノウハウの活用により、公共施設等の整備等に係るコスト縮減 

国の厳しい財政状況の中、必要な社会資本整備や老朽化に伴う既存施設の

維持管理・更新需要に民間の資金やノウハウを活用することにより、経済活性

化及び経済成長を実現 

１ ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは 

７ 



ＰＦＩ法の概要 （参考１） 

公共施設等の管理者等（第2条） 
○各省各庁の長（衆議院議長、参議院議長、最 
   高裁判所長官、会計検査院長含む） 
○地方公共団体の長 
○独立行政法人、特殊法人、その他の公共法人 
 

２ 対象施設（公共施設等）（第2条） 
○ 公共施設（道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園等） 
○ 公用施設（庁舎、宿舎等） 
○ 賃貸住宅及び公益的施設（教育文化施設、廃棄物処理施設、 
   医療施設、社会福祉施設、駐車場等） 
○ 情報通信施設、熱供給施設、研究施設等 
○ 船舶、航空機、人工衛星等 

１ 目的（第１条） 
  民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずるこ 
 と等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供 
 を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与する。 

・基本方針（第4条） 
 特定事業の実施に関する基本的な方針（閣議決定） 

 
 
・実施方針の策定・公表（第5条）← 
        ↓ 
・特定事業の選定（第7条） 
        ↓ 
・民間事業者の選定（第8条） 
        ↓ 
・選定事業の実施（第14条） 
  
 
 

事業の実施 

民間事業者による提案（第6条） 

公共施設等運営権方式（第10条の3） 

PFI推進会議（第20条の2） 
会長：内閣総理大臣  委員：国務大臣 
基本方針の案の作成、関係行政機関相互の調整 

PFI推進委員会（第21条） 
委員：学識経験者から内閣総理大臣が任命（9名） 
基本方針の審議、PFIの実施状況の調査審議 

○ 国の債務負担５年→30年（第11条） 
○ 行政財産の貸付け（第11条の2、第11条の3） 
  ＰＦＩ事業に供するため、国・地方の行政財産（土   
  地・建物等）の貸付けが可能 
○ 国公有財産の無償使用等（第12条） 
  ＰＦＩ事業に供するため、国公有財産の無償・低 
   廉な対価での使用が可能   等 

支援措置等 

（注）内閣府資料から抜粋 ８ 



特定事業の選定 

ＰＦＩ事業の実施 

民間事業者の募
集・選定等 

 ステップ１ 事業の提案（民間事業者からの提案を含む） 

ステップ２ 実施方針の策定及び公表  

ステップ３ 特定事業の評価 ・選定、公表  

ステップ４ 民間事業者の募集、 評価・選定、公表  

ステップ５ 事業契約等の締結等 

 ステップ６ 事業の実施、監視等 

ステップ７ 事業の終了  

（注）ＰＦＩ事業実施プロセスに関する ガイドライン（抜粋）  

２ ＰＦＩ事業のプロセス 

９ 



１０ 

（参考２） 

（注）内閣府資料 



（注）内閣府資料 

（参考３） 

１１ 



（注）内閣府資料 

（参考４） 

１２ 



１３ 

（参考５） 

（注）内閣府資料 



１４ 

（参考６） 

（注）内閣府資料 



公共施設等運営権制度の概要 
公共施設等運営権とは 
・ 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施 
   設の運営権を民間事業者に設定する方式  
・ 既存の施設においても、新設の施設においても設定が可能  

公的主体が所有する公共施設等について、民間事業者による安定的で自由度の高い運
営を可能とすることにより、 利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供 

（参考７） 

１５ （注）内閣府資料 



１６ 

（参考８） 

（注）内閣府資料 



１７ 

（参考９） 

（注）内閣府資料 



１８ 

（参考１０） 

（注）内閣府資料 



３ 「ＰＦＩの推進に関する行政評価・監視」 
結果の概要 

１９ 



◇  国は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促 

   進を図るためPFI法に基づきＰＦＩ事業を推進 

◇  ＰＦＩ事業の実績は、ＰＦＩ法の制定から平成25年度までに、事業件数440件、事業費 

 約4兆3千億円 

◇  しかし、利用料金等の税財源以外の収入により費用を回収する方式（独立採算方式） 

 のＰＦＩ事業は僅か、法本来の目的が必ずしも十分に達成されているとは言い難い状況 

◇  厳しい財政状況の中、民間の資金・ノウハウを最大限活用することが急務 

◇  国は、平成23年にＰＦＩ法を改正し、公共施設等運営権（コンセッション方式）を導入す 

  るとともに、 「ＰＰＰ/ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」（平成25年6月）を策定し、 

  平成25年から34年までの10年間で、公共施設等運営権を活用したＰＦＩ事業等、12兆円 

   規模に及ぶ事業を重点的に推進する方針 

ＰＦＩ事業を推進する上での課題等を調査し、関係行政の推進に資するため実施 

１ 調査の背景等 

２０ 



 
 
 
 
（１）公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業：２～３兆円  
  ○ 空港、上下水道事業における運営権制度の積極的導入等  

（２）収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収するＰＦＩ事業等：３～４兆円 
   ○ 高速道路（特に大規模改修が必要な首都高）など、公共施設の維持・更新にＰＰＰ的手法の導入検討等  
（３）公的不動産の有効活用など民間の提案を活かしたＰＰＰ事業：２兆円 
     ○ 民間提案に係るガイドラインの発出や提案窓口の整備  
     ○ 政府横断的な案件形成支援のため、英国のInfrastructure UKを参考とした官民連携体制の構築等  
（４）その他の事業類型（業績連動の導入、複数施設の包括化等）：３兆円 
     〇 ＰＰＰ/ＰＦＩの抜本改革に重点的に取り組む各省庁及び地方公共団体に対する適切な評価を踏まえた各種補   
         助金・交付金の重点化等 

ＰＰＰ/ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン（概要） 

民間と地域の双方にとって魅力的なＰＰＰ/ＰＦＩ事業として、今後10年間（平成25～34年）で
12兆円規模に及ぶ、下記の類型による事業を重点的に推進 

 
 
 
○重点分野及び数値目標 
   集中強化期間 : 向こう３年間（平成26年度から28年度） 

   重点分野    ：空港、水道、下水道、道路 
   数値目標     ：（１）事業規模目標：２～３兆円（今後１０年間の目標を前倒し） 
                          （２）事業件数目標：空港６件、水道６件、下水道６件、道路１件 

集中強化期間の取組方針について（概要） 

公共施設等運営権方式について、集中強化期間・重点分野・数値目標を設定し、アク
ションプランの事業規模目標（10年間で 2～3兆円）を前倒しし、政府一体となって推進 

平成25年6月6日民間資金等活用事業推進会議決定 

平成25年6月16日民間資金等活用事業推進会議決定 

（参考１１） 

２１ 



① ＰＦＩ事業の概況 
② アクションプランに基づく各府省等の取組状況 
③ ＰＦＩ事業で整備する公共施設等に係る個別制度の運用状況 
④ ＰＦＩ事業推進に関する国の支援の実施状況              等 

① 関係府省庁（18）（内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会（警察庁）、 
   金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、 
   厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省） 
② 公共法人（２）、都道府県（20）、市区町村等（59）、民間事業者等 

平成25年９月～27年４月 

勧告日：平成27年４月21日  

勧告先：内閣府、文部科学省、環境省 

（１） 調査事項 

（２） 調査対象機関等 

（３）調査期間 

（４）勧告日・勧告先 

２ 調査の概要等 

２２ 



 (1) ＰＦＩ事業の概況 

３ 調査結果に基づく勧告の概要等 

・ＰＦＩ事業数は、14年度から19年度まで、毎年ほぼ40事業超で推移。20年度以降 

 は減少し、22年度は15事業となった後、再び増加傾向 

・PFI事業費は、13年度から20年度は増加傾向。17年度から20年度までは毎年  

 5,000億円超で推移していたが、21年度以降減少傾向 
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 事業数及び事業費の推移（年度別） 

２３ 



  

平成25年度末現在までの累計事業数は440事業、事業費は合計で4兆3,000億円 

 

 事業数及び事業費の推移（累計） 
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【国】 

【独立行政法人等】 

【都道府県】 

【政令指定都市】 

【市区町村】 

【事業費】 

２４ 



・ＰＦＩ事業数を事業主体別にみると、市区町村が44.1％、都道府県が  

 20.5％、国が14.8％、政令指定都市が11.4％、独立行政法人等が9.3％の順 

・４割以上が市区町村が実施する事業 

国：65事業 
 （14.8%） 

独立行政法人等：41事業 
       （9.3%） 

都道府県：90事業 
     （20.5%） 

政令指定都市：50事業 
      （11.4%） 

市区町村：194事業 
    （44.1%） 

 事業主体別のＰＦＩ事業数 

２５ 



・国のＰＦＩ事業（延べ79事業）の府省別の内訳をみると、財務省が36.7％、国土交  

 通省が36.7％、内閣府が6.3％、法務省が6.3％など 

・宿舎や庁舎の整備を所管する財務省、国土交通省が実施するＰＦＩ事業が多数 

財務省：29事業 
   （36.7%） 

国土交通省：29事業 
     （36.7%） 

内閣府：５事業 
   （6.3%） 

法務省：５事業 
   （6.3%） 

防衛省：４事業 
   （5.1%） 

衆議院：２事業 
   （2.5%） 

最高裁判所：２事業 
     （2.5%） 

その他：３事業 
   （3.8%） 

国のＰＦＩ事業（延べ79事業）の府省別の内訳 
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・国及び地方公共団体におけるＰＦＩ事業の実施割合をみると、国は66.7％、都道府  

 県は59.6％、政令指定都市は65.0％に対し、市区町村は8.5％ 

10機関 
28団体 

13団体 

147団体 

5機関 
19団体 

7団体 

1,575団体 
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90%
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国 都道府県 政令指定都市 市区町村 

導入 

未導入 

 国及び地方公共団体におけるＰＦＩ事業の実施割合 

（66.7％） 
（59.6％） 

（65.0％） 

（8.5％） 
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ＰＦＩ事業分野別にみると、学校、図書館等の「教育と文化に関係する施設」が

34.1％、病院、浄化槽等の「健康と環境に関係する施設」が17.7％、公園、公営住

宅等の「まちづくりに関係する施設」12.7％など 

教育と文化：150事業（34.1%） 

生活と福祉：20事業（4.5%） 

健康と環境：78事業（17.7%） 

産業：14事業（3.2%） 

まちづくり：56事業（12.7%） 

安心：23事業（5.2%） 

庁舎と宿舎：53事業（12.0%） 

その他：46事業（10.5%） 

（事務庁舎、宿舎等） 

（警察施設、消防施設、刑事施設等） 

（老人福祉施設等） 

（卸売市場、観光施設等） 

（複合施設、道の駅等） 

事業分野別のＰＦＩ事業数 

（学校、図書館、美術館、ホール等） 

（病院、斎場、浄化槽等） 
（駐車場、空港、公園、公営住宅等）、 
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ＰＦＩ事業数を事業方式別にみると、ＢＴＯ(Build-Transfer-Operate)方式を採用して

いるものが全体の７割超 

ＢＴＯ方式：314事業 
           （71.4%） 

ＢＯＴ方式：54事業 
          （12.3%） 

ＢＯＯ方式：15事業 
           （3.4%） 

ＲＯ等方式：22事業 
           （5.0%） 

その他方式：34事業 
           （7.7%） 

公共施設等運営権方式：１事業 
                   （0.2%） 

 事業方式別のＰＦＩ事業数 

（注）ＢＴＯ方式：選定事業者が対象施設を設計・建設し、完工直後に公共部門に施設所有権を移転後、公共部門の所 
                      有となった施設の維持管理及び運営を行う事業方式 
   ＢＯＴ方式：選定事業者が対象施設を設計・建設し、完工後も対象施設を所有し続けたまま維持管理及び運営を 
                      行い、事業期間終了時に公共部門に施設所有権を移転する事業方式 
   ＲＯ方式：選定事業者が対象施設を改修した後、その施設の維持管理及び運営を事業期間終了時まで行う事業 
                    方式  
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①公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業 
 ○但馬空港、仙台空港、関西国際空港・大阪国際空港及び国立女性教育会館の公共施設等運営事業の実 
     施方針を作成・公表 
 ○民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（平成25年法律第67号）制定 
  ○「水道事業における官民連携に関する手引き」を策定（平成26年３月、厚労省） 
  ○「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン（案）」を策定 
                                                                                                           （平成26年３月、国交省） 
  ○「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」を閣議決定 
                                                                                                           （平成27年４月、国交省） 
  ○「公共施設等運営権ガイドライン」を取りまとめ・公表（平成25年６月、内閣府） 
  ○公務員を運営権者へ出向させるためのＰＦＩ法改正（平成27年９月、内閣府） 
 

②収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収するＰＦＩ事業等 
  ○警察施設に収益施設を併設するＰＦＩ事業の導入を検討（警察庁） 
 ○首都高速道路築地川区間等をモデルケースとし具体化を検討 
 

③公的不動産の有効活用など民間の提案を活かしたＰＰＰ事業 
 ○プロセスガイドライン改正（平成25年6月、内閣府） 
 ○太陽光発電設備やオープンカフェ等の大型占用物件の道路占用料を減額（平成25年７月、国交省） 
 

④その他の事業 
 ○社会資本整備総合交付金の交付対象に追加（公営住宅整備事業に係るＰＦＩ導入可能性調査費用）、補助 
  金の交付方法見直し（平成26年度～国土交通省） 

(2) アクションプランに基づく各府省等の取組状況 
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○ 文部科学省では、公立学校施設（校舎、学校給食施設等） 

 の整備に対し公立学校施設整備費（公立学校施設整備費負

担金及び学校施設環境改善交付金）を交付 

○ ＰＦＩ事業で実施する場合、交付金等の、ⅰ）交付対象とな 

 る費用は所有権の移転時に要する買収費、ⅱ）交付時期は

所有権の地方公共団体への移転時 
 
⇒ ＢＯＴ方式の場合、所有権移転時に買収費が無償で行わ 

 れる移転に対しては負担金等が交付されない懸念。また、交

付は所有権が地方公共団体へ移転される事業期間終了後 

公立学校施設をＢＯＴ

方式で整備・運営する

ＰＦＩ事業に対する公

立学校施設整備費の交

付に際しての課題を整

理し、必要な取組を検

討すること 

       (文部科学省) 

勧告 

(3) ＰＦＩ事業の環境整備 
 ① ＢＯＴ方式のＰＦＩ事業における負担金等の交付 
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○ ＰＦＩ事業は、公共施設等の管理者等と特別目的会社 （ＳＰ

Ｃ）との間で締結されるＰＦＩ事業契約に従って実施 

○ 施設等の建設、維持管理、運営等の個々の業務はＳＰＣ構

成企業が実施 

○ 浄化槽事業における汚泥の収集・運搬業務は適正な処理  

 の確保に支障が生じるおそれがあるとして廃棄物処理法で

再委託が禁止 
 
⇒ 浄化槽ＰＦＩ事業では、地方公共団体とＰＦＩ事業契約を締結

したＳＰＣから構成企業への当該収集・運搬業務の委託は、

禁止されている再委託に該当するおそれ 

汚泥の収集・運搬業務

を含むＰＦＩ事業を実

施する場合における、

禁止されている再委託

には該当しないＰＦＩ

事業契約締結の要件を

明確にした上で、当該

要件について、地方公

共団体に対し周知する

こと     （環境省） 

勧告 

② 業務の再委託の禁止 
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○ 内閣府では、地方公共団体におけるＰＦＩ事業の活用を支

援するため、地方公共団体から派遣要請に応じて、コンサル

タント等を派遣しアドバイス等を行う専門家派遣事業を実施 
 
⇒  平成25年度までの実績は、内閣府の想定派遣件数の６割 

 未満、予算執行率は３割未満で推移 

⇒ 調査した76地方公共団体のうち、専門家派遣事業を利用 

  したものは６団体のみ 
 

ＰＦＩ事業に係る案件

形成支援を効果的に実

施する観点から、専門

家派遣事業について見

直しを行うこと 

     （内閣府）  

勧告 

(4) ＰＦＩ事業に関する支援の効果的な実施(専門家派遣事業） 

年度 予算額 執行額 執行率 派遣実績／想定派遣件数 

平成23年度 420 49 11.7  9／60（15.0） 

平成24年度 568 141 24.8 33／60（55.0） 

平成25年度 485 144 29.7 34／60（56.7） 

平成26年度 334 － － 18／50（36.0） 

専門家派遣事業の予算額及び実績 
（単位：万円、％、件） 
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○  内閣府は、ＰＦＩ事業の実施に当たって参考となるよう各種  

  ガイドラインや手引き等を作成・公表 

○ ＰＦＩ事業を実施する場合に必要となる手続に関する実例

（実施方針等）をホームページで情報提供 
 
⇒ 各種ガイドラインや手引きの中には、ＰＦＩ法改正内容等、 

 最新情報が反映されておらず、ＰＦＩ事業の実務において活用

が困難なものあり 

⇒ 実施方針等の実例は平成22年以降更新なし 

⇒ モニタリング結果に基づく、インセンティブ事例に関する情

報提供を求める意見あり 

リスク分担ガイドライ

ン等、ＰＦＩ事業実施

に参考となる情報につ

いて、地方公共団体等

に対し適切に提供する

こと。また、提供情報

を適時・適切に更新す

ること  （内閣府） 

勧告 

(5) ＰＦＩ事業の実施に資する情報提供 

① ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン  
② ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関する ガイドライン 
③ ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン  
④ 契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－  
⑤ モニタリングに関するガイドライン  
⑥ 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン  

ガイドラインの種類 
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（参考１２） 

３５ 
（注）内閣府資料 
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